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  R6.4.1 

白山市起業家支援補助金【申請書類チェックリスト】 
↓下記の書類があることを確認して☑チェックし、提出してください。 

書  類  名 

□ １ 白山市起業家支援補助金【申請書類チェックリスト】（この書類） 

□ ２ 白山市起業家支援補助金【要件チェックリスト】 

□ ３ 白山市起業家支援補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

□ ４ 申請者及び事業実施報告書 

□ ５ 補助対象経費 

□ ６ 白山市起業家支援補助金請求書（様式第４号）（押印が必要です。） 

添付書類（次の書類も必要となります。） 

□ 
７ 事務所、店舗等の位置図（住宅地図等）及び平面図の写し 
  ・住宅地図等で事務所や店舗の位置（移動店舗の場合は使用の本拠の位置）を示してください。 

  ・工事の場合は、工事後の平面図もあわせて提出してください。 

□ 

８ 事務所、店舗等の内観、外観写真等 
・看板・店舗等の専用出入口、住宅を兼ねる場合は住宅用玄関があればその写真 

・工事の場合は、工事前後の写真 

   ・移動店舗の場合は、車両のデザインがわかる外観と車両の内装がわかる写真 

□ 

９ 補助対象経費の領収証、写真等 
・支払日、品名、金額、支払先を明記した領収証の写しを提出してください。明記されてい

ない場合は、納品書又は請求書等の写しなど、わかるものを追加で提出してください。 

・補助対象経費に機械設備・備品がある場合は、その写真を提出してください。 

□ 

10 事業開始を確認する書類 
 ・次の⑴⑵のどちらか又は⑶の書類を提出してください。 

  ⑴個人の場合 税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し 

  ⑵法人の場合 履歴事項全部証明書の写し 

  ⑶初めて売上が出た日がわかるもの 

□ 11 （許可が必要な業種の方）事業に係る営業許可証等の写し 

□ 
12 （補助対象経費に賃借料がある方）賃貸借契約書の写し 
  ・機械設備や備品の賃借料がある方は、その取得価額がわかるものも追加で提出してください。 

□ 
13 （移動店舗の方）車検証又は自動車検査証記録事項の写し 
  ・使用の本拠の位置が確認できるものを提出してください。 

□ 

14 市税の滞納がない旨の証明願等 

  ⑴会社及び白山市民の方 市税の滞納がない旨の証明願 
   申請する方が法人か個人により、証明願の様式が異なります。該当の様式と税務証明交付申請書

を作成し、白山市役所２階納税課、支所及びサービスセンターで交付してもらってください。 

  ⑵市外在住の方（白山ろくでの開業）住所地の市町村税の滞納がない旨の証明又は納税証明書 

   住所地の市役所・町役場等で交付してもらってください。 

□ 
15 （個人で白山市民の方）住民票の写し 
   白山市役所１階市民課、支所及びサービスセンター等で交付しています。 

 

 

□ 
16 振り込みを希望する口座通帳等の写し 
  振込先口座の金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ)が確認でき

る部分の写しを提出してください。 
 


